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令和2年度都道府県単位保険料率の算定に係る基礎データ

・都道府県支部別・年齢階級別加入者数

・都道府県支部別医療給付費

・年齢階級別加入者１人当たり医療給付費

・都道府県支部別総報酬額

○ 医療給付費に関する都道府県単位保険料率は、下記の基礎データを用いて算定す

る（年齢調整及び所得調整を含む）。

注 ・ 上記の都道府県支部別・年齢階級別加入者数及び都道府県支部別総報酬額については、平成30年度の実績

データを集計したものに、全国計における令和2年度の見込み値の平成30年度の実績値との比率を乗じて算

出。

・ また、都道府県支部別や年齢階級別の医療給付費については、平成30年度の実績データを集計したものから、

東日本大震災及び平成30年7月豪雨に伴う窓口負担の減免措置に係る影響額（窓口負担減免額及び波及増分

に係る額）を控除したうえで、全国計における令和2年度の見込み値との比率を乗じて算出。

・ なお、医療給付費については、国庫補助金及び特別の事情に係る額（原子爆弾被爆者に係る医療費及び療養

担当手当に係る額等）を控除している。

○ 上記のほか、都道府県単位保険料率の算定にあたっては、「健康保険法第160条第

３項第２号経費」、「同条第３号経費」、「平成30年度の都道府県支部別の収支差」及

び「インセンティブ制度による都道府県支部別加減算額」も必要となる。
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【支出】 （百万円）

　法第160条第３項第１号経費 　　　　小計　　　　　　　　　　5,236,260

　・医療給付費（国庫補助を除く） 5,236,260

　法第160条第３項第２号経費 　　　　小計　　　　　　　　　　3,865,972

　・現金給付費等（国庫補助、日雇拠出金を除く） 445,544

　・拠出金等（国庫補助を除く） 3,420,428

・前期高齢者納付金 1,316,486

・後期高齢者支援金 2,103,860

・退職者給付拠出金 68

・病床転換支援金 13

　法第160条第３項第３号経費 　　　　小計　　　　　　　　　　　865,432

　・協会業務経費（国庫補助を除く） 164,588

　・一般管理費（国庫負担を除く） 49,478

　・貸付金 166

　・雑支出 69,720

　・準備金積立て 544,454

　*事務経費・雑支出（国） 37,027

合　　　計 9,967,665

【収入】

　保険料収入 　　　　小計　　　　　　　　　　9,937,431

　・保険料収入（一般分） 9,937,431

　その他収入 　　　　小計　　　　　　　　　　　　30,234

　・貸付金返済収入 166

　・雑収入 25,356

　*日雇特例被保険者保険料収入 1,463

　*雑収入等（国） 3,249

合　　　計 9,967,665
 ・ * については、国の予算において計上されるもの。

 ・ 第１号経費の医療給付費は、特別の事情に係る額（原爆医療費及び療養担当手当に係る額等）を控除したものであり、当該控除額は

 ・ 第２号経費の現金給付費等に含まれている。

 ・ 第２号経費及びその他収入において、インセンティブ制度による加算額及び減算額は含まれていない。

 ・ 第３号経費及びその他収入において、平成30年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。

仕訳表（令和2年度見込み）
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令和２年度 富山支部保険料率の算定方法

● 端数整理のため、計数が整合しない場合がある（インセンティブ制度に係るものは0.001％単
位で四捨五入、その他は0.01％単位で四捨五入）
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第1号支部保険料率
（調整前）

＝
支部医療給付費

＝
52,162百万円

＝ 4.81％
支部総報酬額 1,084,971百万円

【参考】

第1号平均保険料率 ＝
全国医療給付費

＝
5,236,260百万円

＝ 5.27％
全国総報酬額 99,374,307百万円

第1号
保険料率

● 第1号経費（医療給付費）に係る部分
● 支部間で年齢調整（ア）、所得調整（イ）を講じる



年齢調整額 ＝ 平均給付費 － 標準給付費 ＝ ▲893百万円

平均給付費 ＝ 加入者一人当たり医療給付費 × 支部加入者数
＝ 126,648円 × 4,367百人
＝ 55,310百万円

標準給付費 ＝ Σ{加入者一人当たり医療給付費（年齢階級別）
× 支部加入者数（年齢階級別）}

＝ 56,203百万円

年齢構成が高い支部ほど医療費が高くなる傾向にあるため、年齢構成を全国平均とした場合の
医療費と、実際の支部の年齢構成に基づく医療費との差額を算出し調整を行う。

ア．年齢調整

● 年齢構成が全国平均より高い支部（年齢調整額がマイナス） → 保険料率が下がる
● 年齢構成が全国平均より低い支部（年齢調整額がプラス） → 保険料率が上がる
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年齢階級
一人当たり
医療給付費

（円）

富山支部
加入者数
（百人）

標準給付費
（百万円）

0～4歳 185,454 196 3,641

5～9歳 88,959 228 2,028

10～14歳 70,371 254 1,785

15～19歳 56,522 276 1,558

20～24歳 53,154 276 1,468

25～29歳 65,820 255 1,682

30～34歳 75,203 291 2,187

35～39歳 81,913 342 2,798

40～44歳 91,362 442 4,036

45～49歳 110,447 446 4,931

50～54歳 141,914 357 5,069

55～59歳 179,753 327 5,884

60～64歳 226,073 319 7,202

65～69歳 289,631 235 6,808

70～74歳 416,594 123 5,124

全体 126,648 4,367 56,203



所得調整額 ＝ 全国医療給付費 ×
支部総報酬額

－ 平均給付費
全国総報酬額

＝ 5,236,260百万円 ×
1,084,971百万円

－ 55,310百万円
99,374,307百万円

＝ 1,860百万円

所得が低い支部ほど保険料率が高くなる傾向にあるため、実際の支部の所得水準に基づく医療
費と、所得水準を全国平均とした場合の医療費との差額を算出し調整を行う。

イ．所得調整

● 所得が全国平均より高い支部（所得調整額がプラス） → 保険料率が上がる
● 所得が全国平均より低い支部（所得調整額がマイナス） → 保険料率が下がる
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①平成30年度
精算分以外

＝
全国第3号経費

＝
865,432百万円

＝ 0.87％（全国一律の保険料率）
全国総報酬額 99,374,307百万円

②平成30年度
精算分

＝ 0.00％（支部の収支差がプラスの場合はゼロとなる。）

第3号支部保険料率 ＝ ①平成30年度精算分以外 ＋ ②平成30年度精算分
＝ 0.87％

第2号
保険料率

● 第2号経費（現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）のほか、インセンティブ
制度の加算に係る部分

第3号
保険料率

● 第3号経費（業務経費、一般管理費、準備金積立て、30年度精算分等）に係る部分
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①インセンティ
ブ分以外

＝
全国第2号経費

＝
3,865,972百万円

＝ 3.89％（全国一律の保険料率）
全国総報酬額 99,374,307百万円

②インセンティ
ブ分

＝
支部加算額

＝
40百万円

＝ 0.004％
支部総報酬額 1,084,971百万円

第2号支部保険料率 ＝ ①インセンティブ分以外 ＋ ②インセンティブ分
＝ 3.89％

※資料1-1(P3)のA

※資料1-1(P3)のB



①平成30年度精
算分及びインセ
ンティブ分以外

＝

その他収入

＝

30,234百万円

＝ 0.03％（全国一律の保険料率）

全国総報酬額 99,374,307百万円

②平成30年度精
算分

＝

支部収支差

＝

376百万円

＝ 0.03％

支部総報酬額 1,084,971百万円

③インセンティブ
分

＝

支部減算額

＝

76百万円

＝ 0.007％

支部総報酬額 1,084,971百万円

収入等見込額
相当率

● 収入等見込額（日雇いの保険料収入、雑収入、29年度精算分等）のほか、インセンティブ制度
の減算に係る部分
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※計算により得られた値を0.01％単位で四捨五入

収入等見込額相当率 ＝ ①平成30年度精算分及びインセンティブ分以外 ＋ ②平成30年度精算分
＋ ③インセンティブ分
＝ 0.07%（※）

※資料1-1(P3)のC



11



12

富山支部の医療費の動向（加入者計）

① 1人当たり医療費の推移

H26 H27 H28 H29 Ｈ30

富山 46,879 47,855 49,324 50,289 49,968

全国 47,365 48,457 48,989 50,193 51,238
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富山 91,562 97,023 96,216 98,312 99,401

全国 97,688 103,154 102,464 105,244 106,148
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H26 H27 H28 H29 Ｈ30

富山 16,209 16,458 16,754 17,065 17,715

全国 18,504 18,810 19,174 19,509 19,922
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H26 H27 H28 H29 Ｈ30

富山 154,650 161,337 162,294 165,667 167,084

全国 163,557 170,422 170,628 174,947 177,308
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② 1人当たり医療費の伸び率（対前年度比）の推移

※ 使用データ：協会けんぽの医療費基本情報及び加入者基本情報
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入院外（調剤分含む）（％）
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